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○松戸市放課後等デイサービス開所延長支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、障害児（重症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。）を除く。以下「障害

児」という。）の通所先の開所時間延長を促進するため、松戸市内で放課後

等デイサービスを実施する事業所を運営する者に対し、開所時間延長に伴う

人件費の一部について、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則（昭

和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき補

助金を交付する。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、松戸市内において、次に掲げる全ての要件を満たす事

業所を運営する者とする。 

（1） 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第４項に規定す

る放課後等デイサービスを実施していること。 

（2） 千葉県に延長支援加算（児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該

当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年3月14日厚生労

働省告示第122号。以下「報酬告示」という。）別表第3の10のイをいう。）

の届出を行っていること。 

（3） 延長支援加算（報酬告示別表第3の10のイをいう。）を算定している

こと。または、延長支援加算（報酬告示別表第3の10のイをいう。）の算定

対象となりうる障害児を受け入れていること。 

（4） 市内に住所を有する障害児に対し、延長支援加算（報酬告示別表第3

の10のイをいう。）の算定となる時間帯に従事する者を１人以上配置して

いること。 

（5） 市が指定する市立学校の夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日の長期

休業日（以下「長期休業日」という。）に延長支援加算（報酬告示別表第3の10

のイをいう。）の算定となる時間帯に障害児を受け入れ、かつ受け入れた障害
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児が放課後児童クラブ等の施設の併用をしていないこと。 

（延長利用日数） 

第３条 延長利用日数は、市内に住所を有する障害児が延長支援加算を算定し

た時間帯を利用した長期休業日の利用日数とする。ただし、同日に市内に住所

を有する複数の障害児が延長利用した場合は延長利用日数１日として計上する。

また、松戸市重症心身障害児通所支援事業所開所延長支援補助金において延長

利用実績として日数を計上している場合は、延長利用日数として含むことはで

きない。なお、下記事項についても延長利用日数１日として計上することがで

きる。 

（1） 延長利用予定の市内に住所を有する障害児が、国保連請求の欠席時対応

加算（報酬告示別表第3の5をいう。）に該当し、同日他の市内に住所を有する

障害児の延長利用が無い場合。 

（2） その他、市長が特別に認める場合。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表第１に定める補助基準額に長期休業日の延長利用

日数を乗じて算出された範囲内において、市長が定める額とする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、松戸市

放課後等デイサービス開所延長支援補助金交付申請書（第１号様式）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（1） 事業計画書 

（2） 収支予算書 

（3） その他市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。 

（2） 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。 
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（決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による通知は、松戸市放課後等デイサービス開所延

長支援補助金交付決定（却下）通知書（第２号様式）によるものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、松戸市放課

後等デイサービス開所延長支援補助金実績報告書（第３号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（1） 収支決算書 

（2） 事業報告書 

（3） その他市長が必要と認める書類 

（確定の通知） 

第９条 規則第12条の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市放課後等デ

イサービス開所延長支援補助金額確定通知書（第４号様式）によるものとす

る。 

（交付の請求） 

第１０条 規則第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、松

戸市放課後等デイサービス開所延長支援補助金交付請求書（第５号様式）を

市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

補助対象事業所 補助基準額 

放課後等デイサービス事業所 8,000円/日 

 

 


